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(57)【要約】
【課題】例えば最高次の反射光を使って背景差分により
物体検出を行う監視システムにおいて、太陽光などの影
響をできるだけ回避して、検出処理を継続することがで
きる監視システムを提供する。
【解決手段】監視システムは、監視空間における背景光
の強度を画素毎に検出する検出装置を有し、処理部は、
前記投受光ユニットから同一投受光方向における基準背
景までの距離Ａと、対象物までの距離Ｂとの差分（Ａ－
Ｂ）が閾値Ｃを超えている場合、監視対象物と認定する
ようになっており、前記検出装置が検出した前記背景光
の強度に基づいて前記閾値を設定する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光束を出射する出射部と、前記光束を監視空間内で走査する走査部と、前記監視空間内
の対象物から反射した光束を受光する受光部とを備えた投受光ユニットと、
　前記投受光ユニットからの信号を処理することで、前記対象物までの距離を測定する処
理部と、
　前記監視空間における背景光の強度を検出する検出装置と、を有する監視システムであ
って、
　前記処理部は、前記検出装置が検出した前記背景光の強度に基づいて閾値Ｃを設定し、
前記投受光ユニットから同一投受光方向における基準背景までの距離Ａと、前記対象物ま
での距離Ｂとの差分（Ａ－Ｂ）が前記閾値Ｃを超えている場合、監視対象物と認定する監
視システム。
【請求項２】
　前記処理部は、前記背景光の強度が増大するにつれて前記閾値を高くする請求項１に記
載の監視システム。
【請求項３】
　前記処理部は、前記検出装置が検出した前記背景光の強度が限界値を超えているときは
、異常光を検出したものと判断して、前記監視対象物から除外する請求項１又は２に記載
の監視システム。
【請求項４】
　前記検出装置は、前記受光部である請求項１～３のいずれかに記載の監視システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばレーザ光等を走査投光して物体を監視する監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　監視空間への侵入者等を検出する監視装置として、距離画像を用いるものが提案されて
いる。ここで距離画像とは、画素値として距離情報を有するものである。具体的には、特
許文献１に示すように、レーザ光等を監視空間へ向けて送出し、その送出から反射光の受
光までの時間などから監視空間内の対象物までの距離を計測する監視装置が知られている
。かかる監視装置では、レーザ光等の測定媒体の送出方向を順次変えて監視空間内を二次
元的に走査することにより、監視空間を向いた複数の方向に関する距離情報を得ることが
でき、これにより距離画像を形成できる。
【０００３】
　距離画像を用いた監視装置では、移動物体が存在しない背景となる距離画像（背景画像
）を予め求め、得られた背景画像と、入力された距離画像（現画像）とを比較し、背景画
像より近い距離に相当する画素を抽出して変化領域を求める，いわゆる背景差分法が用い
られる。これにより、変化領域の大きさ・形状及び現画像における距離情報に基づいて、
移動物体が目的とする検知対象物であるか否かを判定することができる。
【０００４】
　距離画像は、レーザ光束等の送受部から見た物体の方向と、当該物体までの距離という
情報を有する。よって、距離画像により、物体の大きさ・形状を知ることができ、例えば
、侵入者検知の用途においては、遠方の比較的大きな人物と近傍の小動物（鼠や猫等）と
を区別することが可能となり、侵入者の検出精度を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１２２５０７号公報
【特許文献２】特開平０９－３１８７３６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、早朝や夕暮れなど太陽の高度が低くなることで、監視空間に太陽が入り込む
場合がある。しかるに、太陽光には一般的に監視装置で用いるレーザ光束と同じ帯域の成
分が含まれているため、太陽光が監視装置に入射することにより誤検出を引き起こす恐れ
がある。又、監視空間内に太陽が存在しない場合でも、反射物に反射した太陽光が間接的
に監視装置に入射すると、同様に誤検出を引き起こす恐れがある。
【０００７】
　これに対し特許文献２には、対象物の誤検出を招く恐れがある高い強度の背景光（太陽
光等）の入射を検出した場合、フェールランプの点灯などでドライバーへアラートする或
いは距離測定を中断することができる車載用の距離測定装置が開示されている。ここで特
許文献２の距離測定装置は、危険回避の判断を最終的にドライバーに委ねることが原則で
ある車載用途においては、ドライバーの判断を支援する情報を可能な限り提供するという
意味では一定の有用性がある。しかしながら、不審者や不審物の侵入を監視するための監
視用途、特に重要施設向けの監視装置に特許文献２の技術を転用した場合、太陽光が入射
したことで測定を中断してしまうと、それにより監視機能が失われてしまい問題である。
すなわち、一般的な監視装置においては、例え太陽光が入射するような悪条件下でも、検
出処理を可能な限り継続することが望まれる。かかる問題は、太陽光に限らず、比較的高
い強度の背景光が入射した場合にも同様に生じるといえる。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、例えば最高次の反射光を使って背景差
分により物体検出を行う監視システムにおいて、太陽光などの影響をできるだけ回避して
、検出処理を継続することができる監視システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の監視システムは、
　光束を出射する出射部と、前記光束を監視空間内で走査する走査部と、前記監視空間内
の対象物から反射した光束を受光する受光部とを備えた投受光ユニットと、
　前記投受光ユニットからの信号を処理することで、前記対象物までの距離を測定する処
理部と、
　前記監視空間における背景光の強度を検出する検出装置と、を有する監視システムであ
って、
　前記処理部は、前記検出装置が検出した前記背景光の強度に基づいて閾値Ｃを設定し、
前記投受光ユニットから同一投受光方向における基準背景までの距離Ａと、前記対象物ま
での距離Ｂとの差分（Ａ－Ｂ）が前記閾値Ｃを超えている場合、監視対象物と認定するも
のである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、例えば最高次の反射光を使って背景差分により物体検出を行う監視シ
ステムにおいて、太陽光などの影響をできるだけ回避して、検出処理を継続することがで
きる監視システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態にかかる監視装置ＭＤの断面図である。
【図２】ミラーユニットＭＵの回転に応じて、出射するレーザスポット光ＳＢ（ハッチン
グで示す）で、監視装置ＭＤの監視空間内を走査する状態を示す図である。
【図３】（ａ）は、監視空間を側方から見た状態を示す図であり、（ｂ）は、ある画素の
出力信号において、反射光の強度と距離とを対応づけたグラフであり、背景画像の例であ
る。



(4) JP 2017-215642 A 2017.12.7

10

20

30

40

50

【図４】（ａ）は、監視空間を側方から見た状態を示す図であり、（ｂ）は、ある画素の
出力信号において、反射光の強度と距離とを対応づけたグラフであり、距離画像の例であ
る。
【図５】は、監視空間を側方から見た状態を示す図であり、太陽が監視空間に位置する例
である。
【図６】監視装置ＭＤの処理回路ＰＲＯＣで行われる監視制御を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。図１は、本実施の
形態にかかる監視システムとしての監視装置ＭＤの断面図であるが、構成要素の形状や長
さ等、実際と異なる場合がある。
【００１３】
　監視装置ＭＤは、例えば、レーザ光束を出射するパルス式の半導体レーザＬＤと、半導
体レーザＬＤからの発散光を平行光に変換するコリメートレンズＣＬと、コリメートレン
ズＣＬで平行とされたレーザ光を、回転するミラー面により監視空間に向かって走査投光
すると共に、対象物からの反射光を反射させるミラーユニットＭＵと、ミラーユニットＭ
Ｕで反射された対象物からの反射光を集光するレンズＬＳと、レンズＬＳにより集光され
た光を受光するフォトダイオードＰＤと、半導体レーザＬＤの出射タイミングとフォトダ
イオードＰＤの受光タイミングとの時間差に応じて距離情報を求める処理回路（処理部）
ＰＲＯＣと，ミラーユニットＭＵを回転駆動するモータＭＴと、これらを収容する筐体Ｃ
Ｓとを有する。フォトダイオードＰＤは、Ｚ方向に並んだ複数の画素を有する。
【００１４】
　本実施の形態において、半導体レーザＬＤとコリメートレンズＣＬとで出射部ＬＰＳを
構成し、レンズＬＳとフォトダイオードＰＤとで受光部ＲＰＳを構成し、ミラーユニット
ＭＵが走査部を構成し、更にこれらで投受光ユニットを構成する。出射部ＬＰＳ、受光部
ＲＰＳの光軸は、ミラーユニットＭＵの回転軸ＲＯに対して直交していると好ましい。
【００１５】
　剛体である壁ＷＬ等に固定されたボックス状の筐体ＣＳは、上壁ＣＳａと、これに対向
する下壁ＣＳｂと、上壁ＣＳａと下壁ＣＳｂとを連結する側壁ＣＳｃとを有する。側壁Ｃ
Ｓｃの一部に開口ＣＳｄが形成され、開口ＣＳｄには透明板ＴＲが取り付けられている。
【００１６】
　ミラーユニットＭＵは、２つの四角錐を逆向きに接合して一体化した形状を有し、すな
わち対になって向き合う方向に傾いたミラー面Ｍ１、Ｍ２を４対（但し４対に限られない
）有している。ミラー面Ｍ１、Ｍ２は、ミラーユニットの形状をした樹脂素材（例えばＰ
Ｃ）の表面に、反射膜を蒸着することにより形成されていると好ましい。
【００１７】
　ミラーユニットＭＵは、筐体ＣＳに固定されたモータＭＴの軸ＭＴａに連結され、回転
駆動されるようになっている。本実施の形態では、軸ＭＴａの軸線（回転軸線）が鉛直方
向であるＺ方向に延在しており、Ｚ方向に直交するＸ方向及びＹ方向によりなすＸＹ平面
が水平面となっているが、軸ＭＴａの軸線を鉛直方向に対して傾けても良い。
【００１８】
　次に、監視装置ＭＤの対象物検出原理について説明する。図１において、半導体レーザ
ＬＤからパルス状に間欠的に出射された発散光は、コリメートレンズＣＬで平行光束に変
換され、回転するミラーユニットＭＵの第１ミラー面Ｍ１に入射し、ここで反射され、更
に第２ミラー面Ｍ２で反射した後、透明板ＴＲを透過して外部の監視空間に向けて、例え
ば縦長の矩形断面を持つレーザスポット光として走査投光される。尚、出射されたレーザ
スポット光が対象物で反射し、反射光として戻ってくる方向を投受光方向という。同一投
受光方向に進行するレーザスポット光束は、同一の画素で検出される。
【００１９】
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　図２は、ミラーユニットＭＵの回転に応じて、出射するレーザスポット光ＳＢ（ハッチ
ングで示す）で、監視装置ＭＤの監視空間内を走査する状態を示す図である。ここで、ミ
ラーユニットＭＵの第１ミラー面Ｍ１と第２ミラー面Ｍ２の組み合わせにおいて、それぞ
れ交差角が異なっている。レーザ光は、回転する第１ミラー面Ｍ１と第２ミラー面Ｍ２に
て、順次反射される。まず１番対の第１ミラー面Ｍ１と第２ミラー面Ｍ２にて反射したレ
ーザ光は、ミラーユニットＭＵの回転に応じて、監視空間の一番上の領域Ｌｎ１を水平方
向に左から右へと走査される。次に、２番対の第１ミラー面Ｍ１と第２ミラー面Ｍ２で反
射したレーザ光は、ミラーユニットＭＵの回転に応じて、監視空間の上から二番目の領域
Ｌｎ２を水平方向に左から右へと走査される。次に、３番対の第１ミラー面Ｍ１と第２ミ
ラー面Ｍ２で反射したレーザ光は、ミラーユニットＭＵの回転に応じて、監視空間の上か
ら三番目の領域Ｌｎ３を水平方向に左から右へと走査される。次に、４番対の第１ミラー
面Ｍ１と第２ミラー面で反射したレーザ光は、ミラーユニットＭＵの回転に応じて、監視
空間の最も下の領域Ｌｎ４を水平方向に左から右へと走査される。これにより監視装置Ｍ
Ｄが監視可能な監視空間全体の１回の走査が完了する。この領域Ｌｎ１～Ｌｎ４の走査に
より得られた画像を組み合わせて、１つのフレームＦＬが得られることとなる。そして、
ミラーユニットＭＵが１回転した後、１番対の第１ミラー面Ｍ１と第２ミラー面Ｍ２が戻
ってくれば、再び監視空間の一番上の領域Ｌｎ１から最も下の領域Ｌｎ４までの走査を繰
り返し、次のフレームＦＬが得られる。
【００２０】
　図１において、走査投光された光束のうち対象物に当たって反射したレーザ光の一部は
、再び透明板ＴＲを透過して筐体ＣＳ内のミラーユニットＭＵの第２ミラー面Ｍ２に入射
し、ここで反射され、更に第１ミラー面Ｍ１で反射されて、レンズＬＳにより集光され、
それぞれフォトダイオードＰＤの受光面で画素毎に検知されることとなる。更に、処理部
である処理回路ＰＲＯＣが、半導体レーザＬＤの出射タイミングとフォトダイオードＰＤ
の受光タイミングとの時間差に応じて距離情報を求める。これにより監視空間内の全領域
で対象物の検出を行って、画素毎に距離情報を持つ距離画像としてのフレームＦＬ（図２
参照）を得ることができる。かかる距離画像は、不図示のネットワークなどを介して遠方
のモニタに送信されて表示されたり、また記憶装置に記憶できる。
【００２１】
　次に、背景差分法を用いた、監視装置ＭＤの監視対象物の検知アルゴリズムについて説
明する。図３（ａ）、４（ａ）、５は、監視空間を側方から見た状態を示す模式図であり
、図３（ｂ）、４（ｂ）は、図３（ａ）、４（ａ）にそれぞれ対応し、ある画素の出力を
処理した処理回路ＰＲＯＣの信号を示すグラフであり、縦軸に強度、横軸に距離をとって
示している。
【００２２】
　本実施の形態で採用する背景差分法では、予め取得した基準画像（背景画像ともいう）
を用いる。具体的には、監視の前準備（前処理）として、図３（ａ）に示すように、人間
や動物等の移動物体が存在しない背景対象物ＢＧ（基準背景という）に対して、監視装置
ＭＤからレーザスポット光束ＳＢを走査する。図３（ａ）に示す状態では、監視装置ＭＤ
から出射され同一の投受光方向に向かうレーザスポット光束ＳＢは、背景対象物ＢＧに照
射され反射光ＲＢ１となって、監視装置ＭＤに戻る。
【００２３】
　この場合、処理回路ＰＲＯＣからの処理結果は、図３（ｂ）に示すように、背景対象物
ＢＧまでの距離に対応したピークＰ１（ラストエコー：最高次の反射光）が得られる。よ
って背景対象物ＢＧから得られた反射光ＲＢ１に基づいて、基準画像（図２参照）を得る
ことができる。対象物監視アルゴリズム上、最高次の反射光であるピークＰ１の奥には対
象物は存在しないものとする。一般的な背景差分法を用いた対象物監視アルゴリズムでは
、最高次の反射光（ラストエコー）を発する対象物の奥には，対象物が存在しないものと
している。「最高次の反射光」とは、監視装置ＭＤの最大限測定可能な距離（これを超え
ると測定不能点となる）以内であって、最も遠方の対象物からの反射光をいうものとする
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。最高次の反射光を用いて背景対象物を認識して背景画像を設定し、また実際の監視時に
最高次の反射光を用いて検知対象物を認識することで、雨や雪、霧などの影響を回避でき
る。
【００２４】
　実際の監視時においては、図４（ａ）に示すように、背景対象物ＢＧの手前に侵入者Ｏ
ＢＪが現れた場合、侵入者ＯＢＪからの反射光ＲＢ２に基づき、図４（ｂ）に示す処理結
果にピークＰ２が出現することとなる。かかる場合、処理回路ＰＲＯＣは、図３（ｂ）の
基準背景までの距離Ａと、図４（ｂ）の対象物までの距離Ｂとを比較して、その差（Ａ－
Ｂ）がある閾値Ｃを超えた場合、監視対象物（侵入者ＯＢＪ）が出現したとして注意を喚
起することができる。又、侵入者ＯＢＪが移動している場合、走査を繰り返して得られる
フレームでピークＰ２の位置が変わることから、処理回路ＰＲＯＣは侵入者ＯＢＪを追跡
して、移動方向や速度を求める（動体検出を行う）ことができる。
【００２５】
　次に、監視空間の背景光の影響について説明する。ここで背景光とは、照射したレーザ
光とは無関係に、監視空間から監視装置ＭＤに入射する光をいう。本実施の形態における
監視装置ＭＤは、その構成上、レーザ光の出射方向からの光（すなわち反射光）のみを受
光することができるから、比較的外乱に強いとされる。しかしながら、例えば図５に示す
ように、監視空間内に太陽ＳＮが位置するような場合、太陽光の影響により背景光のレベ
ルが大幅に増大するため、対象物検知に悪影響が及ぶ恐れがある。一般的に、レーザ光束
が照射された対象物から反射する反射光の強度は微弱であるため、背景光強度が大きくな
ると、背景光に反射光が埋没してしまい、測距値の信頼性が低下する恐れがある。本発明
者の検討結果によれば、例えば背景光強度が比較的低い屋内の場合、測距値±１２ｃｍで
対象物を検出することができた（測定再現性という）のに対し、野外で背景光が入りやす
い環境であると、測距値±２４ｃｍ程度まで測定再現性が低下することが判明した。
【００２６】
　そこで本実施の形態においては、検出装置としてのフォトダイオードＰＤの画素を用い
て背景光を検出し、その出力信号に応じて処理回路ＰＲＯＣが閾値Ｃを変更するのである
。この例では、監視空間内に太陽ＳＮが位置すると，フォトダイオードＰＤが検出する背
景光の強度が高まるので、フォトダイオードＰＤの出力を処理回路ＰＲＯＣが検出し、そ
れに応じて閾値Ｃを高めるのである。すなわち、背景光の強度が高い場合には、閾値Ｃを
増大させることで、誤検出の恐れを低減させている。これにより太陽光などの影響をでき
るだけ回避して、検出処理を継続することができる。
【００２７】
　ここで用いる閾値Ｃとして、上述の例に当てはめると、屋内で対象物検知を行う際は１
２ｃｍに設定し、屋内で対象物検知を行う際は２４ｃｍに設定することが好ましい。但し
、閾値は背景光の強度に比例して（例えば背景光の強度が３０％増大した場合、閾値を３
０％増大させるなど）、監視空間の環境に合わせて適宜増減させることができる。監視空
間内に太陽ＳＮが位置する場合と、それ以外の場合とで２値のいずれかを選択しても良い
。閾値Ｃは、シミュレーションや実験等を通じて最適な値を決定できる。又、検出装置が
検出する背景光の強度は、画素が受光した光の最大強度或いは平均強度でも良いし、積算
値でも良い。検出装置として、フォトダイオードＰＤに限らず日射センサ等を別途用いて
も良い。
【００２８】
　一方、処理回路ＰＲＯＣは、ある画素において背景光の強度が非常に高い場合、直射日
光等を検出したと判定できる。そこで処理回路ＰＲＯＣは限界値を設定し、かかる限界値
を背景光の強度が超えた場合、異常光を検出したものとして当該画素を対象物から除外す
ることもできる。
【００２９】
　図６は、監視装置ＭＤの処理回路ＰＲＯＣで行われる監視制御を示すフローチャートで
ある。まず図６のステップＳ１０１において、処理回路ＰＲＯＣは、フォトダイオードＰ
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Ｄの全画素から出力信号を受信し、個々に背景光強度を取得する。
【００３０】
　次いで、ステップＳ１０２で、処理回路ＰＲＯＣは、不図示のインタフェースを用いて
ユーザーが基準となる背景画像を更新するか否かを判断する。背景画像を更新したと判断
した場合、処理回路ＰＲＯＣは、ステップＳ１０３で新たな背景画像を登録して、これを
用いて監視対象物を検知する。一方、処理回路ＰＲＯＣが背景画像を更新したと判断しな
かった場合、フローはステップＳ１０３を迂回する。
【００３１】
　更にステップＳ１０４でＮ＝１とおき、続くステップＳ１０５で処理回路ＰＲＯＣは，
求めた背景光強度が限界値を超えているか否かを判断する。求めた背景光強度が限界値を
超えていると判断した場合、処理回路ＰＲＯＣはステップＳ１０６で，Ｎ番目の画素につ
いて検出処理対象データから除外する。この場合、処理回路ＰＲＯＣは、当該画素を距離
画像上、例えば測定不能点として認定できる。
【００３２】
　一方、求めた背景光強度が限界値以下であると判断した場合、処理回路ＰＲＯＣはステ
ップＳ１０７で，Ｎ番目の画素について検出処理対象データに採用する。
【００３３】
　続くステップＳ１０８で処理回路ＰＲＯＣは、Ｎ番目の画素の背景光強度に応じて、上
述したように閾値Ｃｎを決定する。その後、処理回路ＰＲＯＣは，ステップＳ１０９で、
Ｎ番目の画素について差分、すなわち（背景画像の距離Ａｎ－カレントフレームの対象物
の距離Ｂｎ）を求める。
【００３４】
　処理回路ＰＲＯＣは、ステップＳ１１０で、Ｎ番目の画素について差分（Ａｎ－Ｂｎ）
と閾値Ｃｎとを比較し，差分（Ａｎ－Ｂｎ）が閾値Ｃｎを超えていたときは、ステップＳ
１１１でＮ番目の画素を抽出（記憶）する。一方、差分（Ａｎ－Ｂｎ）が閾値Ｃｎを超え
ていなければ、ステップＳ１１１を迂回してＮ番目の画素を記憶しない。
【００３５】
　更にステップＳ１１２で、処理回路ＰＲＯＣは、フレーム内の全ての画素について差分
と閾値を比較し終わったか否かを判断し、比較し終わっていないと判断した場合、ステッ
プＳ１１３でＮ＝Ｎ＋１として、フローをステップＳ１０５へと戻す。これに対し、フレ
ーム内の全ての画素について差分と閾値を比較し終わったと判断した場合、処理回路ＰＲ
ＯＣは、ステップＳ１１４で、抽出した画素に対してクラスタリング処理を行う。クラス
タリング処理とは、抽出した画素のうち一塊になっている画素群を見出す処理であり、す
なわち抽出した画素が監視すべき対象物に該当するか否かを切り分けるために必要な処理
である。ここで一塊になった画素群の数をクラスタ画素数といい、これが所定値Ｄを超え
ている場合、一定の大きさを持つ監視対象物と判定できる。よって所定値Ｄは、検出した
い対象物の大きさによって最適な値を設定するものとする。例えば、検出した対象物が人
間であれば、人間の大きさに基づいた所定値Ｄを設定する。これにより、検出対象外であ
る小動物等による誤報を回避できる。
【００３６】
　処理回路ＰＲＯＣは、ステップＳ１１５で、求めたクラスタ画素数が所定値Ｄを超えて
いるか否かを判断する。所定値Ｄを超えている場合には、ステップＳ１１６で処理回路Ｐ
ＲＯＣはアラーム信号を出力し、不図示のモニタにおいて警報表示を行い、フローをステ
ップＳ１０１へと戻して，次のレーザ光走査を行って次のフレームについて距離画像を得
る。一方、求めたクラスタ画素数が所定値Ｄを超えていなければ、処理回路ＰＲＯＣは背
景画像のまま変化なしと判断し、アラーム信号を出力することなく、フローをステップＳ
１０１へと戻す。
【００３７】
　本発明は、明細書に記載の実施例に限定されるものではなく、他の実施例・変形例を含
むことは、本明細書に記載された実施例や思想から本分野の当業者にとって明らかである
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るクレームによって示されている。例えば、背景光として、監視空間に太陽が位置する際
に対象物から入射する光の例を挙げたが、これに限られず高輝度の人工光源等が監視空間
に存在するような場合も、同様に扱える。
【符号の説明】
【００３８】
ＢＧ　　　　　　背景対象物
ＣＬ　　　　　　コリメートレンズ
ＣＳ　　　　　　筐体
ＣＳａ　　　　　　上壁
ＣＳｂ　　　　　　下壁
ＣＳｃ　　　　　　側壁
ＣＳｄ　　　　　　開口
ＦＬ　　　　　　フレーム
ＬＤ　　　　　　半導体レーザ
ＬＰＳ　　　　　　出射部
ＬＳ　　　　　　レンズ
Ｍ１、Ｍ２　　　　ミラー面
ＭＤ　　　　　　監視装置
ＭＴ　　　　　　モータ
ＭＴａ　　　　　　軸
ＭＵ　　　　　　ミラーユニット
ＯＢＪ　　　　　　侵入者
ＰＤ　　　　　　フォトダイオード
ＰＲＯＣ　　　　　処理回路
ＲＢ１、ＲＢ２　　　　反射光
ＲＯ　　　　　　回転軸
ＲＰＳ　　　　　　受光部
ＳＢ　　　　　　レーザスポット光
ＴＲ　　　　　　透明板
ＷＬ　　　　　　壁
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